
環境省と各地の首長間の意見交換のため、環境省職員
（管理職級）がうかがいます！

開催までの基本的な流れ

地域で開催される首長出席の会議において、環境省職員がお伺いして意見交換を実施します。
以下のようなご要望をお持ちの自治体の皆様は、是非、裏面のお問合せ先に御連絡下さい。
＜例＞
◼ 地域脱炭素の基礎について、会議の出席者に説明してほしい
◼ 地域脱炭素のメリットや優良ケースを、首長に共有してほしい
◼ 自団体が抱える脱炭素の課題について、本省の人間に聞いてもらいたい
※ご連絡前に「開催までの基本的な流れ」及び裏面の「留意事項等」をご確認下さい。

※「事前意見票」は、環境省が各自治体の状況を事前に把握するとともに、当日の意見交換を円滑に進めるため、

以下の項目を記載いただくものです。ただし、作成するかどうかは主催団体・自治体の任意にとなります。

・各自治体における脱炭素施策の取組状況・課題

・脱炭素施策に関する御意見・御質問（国の方向性・政策への提言・課題や、既存制度に関する要望など）

・その他（上記以外で脱炭素に関すること）

① 【開催2ヶ月前頃】

・環境省に開催申込み

・日時・場所・開催方法・スケジュール相談

・開催決定

② 【開催1ヶ月半前頃】

開催案内を対象市町村に送付

（＋環境省説明資料及び

事前意見票（※）添付）

③ 【開催3週間前頃】

事前意見を集約し環境省に提出

※事前意見を聴取する場合

④ 【開催1週間前頃】

・次第・名簿等会議資料完成

・集合場所・時間等ロジ面決定

※説明資料は環境省から主催者に提出

開催

地域脱炭素の拡大・深化に向けた環境省と
市町村長との意見交換会環境省



◼ 環境省からの基本的な情報提供は、20分程度の時間を要しますので、それを踏まえた開催時間を調
整願います。

◼ オンライン開催及び現地・オンライン併用開催の場合における機器・設定は、受入自治体において御対
応願います。

◼ 当日配布する資料は、必要に応じて受入団体側で印刷をお願いします。

◼ 環境省職員の旅費は環境省で負担しますので、受入団体側での支出は不要です。

お問合せ先

環境省 大臣官房 地域政策課

電話：03-5521ｰ8232 Mail：chiiki_hourei@env.go.jp

事例① 島根県市長会

＜日時＞
令和６年11月20日（水）
14:00～14:10 島根県市長会総会
14:10～15:10 脱炭素社会実現に向けた意見交換会

＜参加＞
島根県市長会８市長
＜開催概要＞
各市長から取組状況及び課題等について発言があったのち、
意見交換を実施

事例② 大分県主催「新しいおおいた共創会議」

＜日時＞
令和７年２月14日（金）13:00～15:00
＜参加＞
大分県（知事、副知事、部長等）
大分県内18市町村長
＜議事＞
１．地方創生の取り組みについて
２．大分県版カーボンニュートラルの推進について
＜開催概要＞
知事の進行の元で意見交換会を実施。複数市町村
長から取組状況及び課題等について発言があり、意見
交換を実施。

令和４年度 令和５年度 令和６年度 計

12回 217市町村 18回 309市町村 9回 154市町村 39回 680市町村

地域脱炭素ロードマップの策定以降、約３年間で計39回、680市町村を対象に実施して
います。

開催実績

開催事例

※留意事項

※令和7年度は「地域脱炭素フォーラム2025」開催のため一時休止
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